
◆
対
象
世
帯

　

基
準
日
（
令
和
５
年
12
月
１

日
）
に
お
い
て
、
本
市
の
住
民
基

本
台
帳
に
登
録
が
あ
り
、
次
の
①

ま
た
は
②
に
該
当
す
る
世
帯

①
世
帯
全
員
が
令
和
５
年
度
個
人

住
民
税
均
等
割
の
み
課
税
者
で
構

成
さ
れ
て
い
る
世
帯
ま
た
は
均
等

割
の
み
課
税
者
と
非
課
税
者
で
構

成
さ
れ
て
い
る
世
帯

②
予
期
せ
ず
令
和
５
年
の
家
計
が

急
変
し
①
の
世
帯
と
同
様
の
事
情

に
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
世
帯

※
す
で
に
令
和
５
年
度
住
民
税
非

課
税
世
帯
等
臨
時
給
付
金
を
受
給

し
た
世
帯
は
受
給
で
き
ま
せ
ん
。

ま
た
、
租
税
条
約
に
よ
る
課
税
免

除
の
適
用
の
届
け
出
を
行
っ
た
人

を
含
む
世
帯
は
対
象
外
。

◆
給
付
額

　

１
世
帯
に
付
き
10
万
円

◆
申
請
方
法
な
ど

　

対
象
世
帯
①
は
申
請
不
要
で
す
。

２
月
下
旬
に
給
付
内
容
や
振
込

口
座
な
ど
が
書
か
れ
た
「
給
付
の

お
知
ら
せ
」
を
送
付
し
て
い
ま
す
。

内
容
に
間
違
い
が
な
い
場
合
、
手

続
き
は
不
要
で
す
。
振
込
口
座
が

空
欄
の
場
合
や
振
込
口
座
の
変
更

が
あ
る
場
合
は
、
給
付
の
お
知
ら

せ
に
同
封
の
届
出
書
に
必
要
書
類

を
添
付
し
て
返
信
用
封
筒
で
返
送

し
て
く
だ
さ
い
。

　

対
象
世
帯
②
は
申
請
が
必
要
で

す
。
４
月
30
日
（
火
）
ま
で
に
申

請
書
（
請
求
書
）
に
必
要
書
類
を

添
付
し
、
福
祉
課（
市
役
所
１
階
）

へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
郵
送
の
場
合
は
４
月
30
日
の
消

印
有
効
。

◆
こ
ど
も
加
算

　

対
象
世
帯
の
う
ち
、
次
の
対
象

児
童
を
基
準
日
時
点
で
養
育
し
て

い
る
世
帯
お
よ
び
基
準
日
以
降
に

対
象
児
童
が
出
生
し
た
世
帯
に
、

こ
ど
も
加
算
分
を
合
わ
せ
て
支
給

し
ま
す
。

対
象
児
童
…
18
歳
以
下
（
平
成
17

年
４
月
２
日
〜
令
和
６
年
３
月
31

日
生
ま
れ
）の
児
童

加
算
額
…
児
童
１
人
に
付
き
５
万

円

住
民
税
均
等
割
の
み
課
税
世
帯
な
ど
が
対
象

臨
時
給
付
金
10
万
円
を
支
給

　

電
力
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
食
料
品
な
ど
の
物
価
高
騰
対
策
と
し
て
、

住
民
税
均
等
割
の
み
課
税
世
帯
等
臨
時
給
付
金
を
支
給
し
ま
す
。

申
請
方
法
な
ど
…
基
準
日
時
点
で

対
象
児
童
が
同
一
世
帯
に
い
る
場

合
は
申
請
不
要
。
基
準
日
以
降
に

生
ま
れ
た
対
象
児
童
を
養
育
す
る

人
お
よ
び
別
世
帯
の
対
象
児
童
を

養
育
す
る
人
は
申
請
が
必
要
。

※
詳
細
は
今
後
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
な
ど
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

《
注
意
事
項
》

　

課
税
の
状
況
に
関
す
る
電
話
で

の
問
い
合
わ
せ
は
、
本
人
確
認
が

で
き
な
い
た
め
受
け
付
け
で
き
ま

せ
ん
。
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障
が
い
を
お
持
ち
の
人
へ
の
各

種
手
当
が
あ
り
ま
す
。
受
給
す
る

た
め
に
は
申
請
が
必
要
で
す
。
な

お
、
障
が
い
程
度
の
審
査
、
所
得

制
限
が
あ
り
ま
す
の
で
、
詳
細
は

福
祉
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

◆
特
別
障
害
者
手
当

　

精
神
ま
た
は
身
体
に
著
し
い
重

度
の
障
が
い
が
あ
る
た
め
、
日
常

生
活
に
常
時
特
別
の
介
護
を
要
す

る
20
歳
以
上
の
在
宅
障
が
い
者
に

手
当
を
支
給
し
ま
す
。

◆
障
害
児
福
祉
手
当

　

精
神
ま
た
は
身
体
に
重
度
の
障

が
い
が
あ
る
た
め
、
日
常
生
活
に

常
時
介
護
を
要
す
る
20
歳
未
満
の

在
宅
障
が
い
児
に
手
当
を
支
給
し

ま
す
。

◆
重
度
知
的
障
害
者
及
び
ね
た
き

り
身
体
障
害
者
福
祉
手
当

　

次
の
①
も
し
く
は
②
に
該
当
す

る
20
歳
以
上
の
障
が
い
者
、
ま
た

は
そ
の
人
を
介
護
す
る
同
居
の
家

族
の
１
人
に
手
当
を
支
給
し
ま
す
。

①
在
宅
の
重
度
知
的
障
が
い
者

（
療
育
手
帳
に
記
載
さ
れ
た
障
が

い
の
程
度
が
Ⓐ
の
１
、
Ⓐ
の
２
、

Ⓐ
、
Ａ
の
１
、
Ａ
の
２
の
い
ず
れ

か
で
あ
る
人
、
ま
た
は
障
害
者
相

障
が
い
者（
児
）の
各
種
手
当

受
給
に
は
申
請
が
必
要

談
セ
ン
タ
ー
所
長
が
発
行
す
る
判

定
書
で
重
度
と
判
定
さ
れ
た
人
）

②
65
歳
未
満
で
在
宅
の
寝
た
き
り

身
体
障
が
い
者
（
居
宅
で
６
カ
月

以
上
常
に
寝
た
き
り
で
、
入
浴
、

食
事
、
排
便
な
ど
日
常
生
活
の
ほ

と
ん
ど
に
介
護
を
要
し
、
身
体
障

害
者
手
帳
を
持
つ
人
）

※
特
別
障
害
者
手
当
の
受
給
者

や
、
介
護
保
険
法
に
よ
る
保
険
給

付
（
年
度
通
算
７
日
以
内
の
短
期

入
所
利
用
を
除
く
）
を
受
け
た
人
、

ま
た
は
そ
の
人
を
介
護
す
る
同
居

の
家
族
は
重
度
知
的
障
害
者
及
び

ね
た
き
り
身
体
障
害
者
福
祉
手
当

の
支
給
対
象
外
。

問
福
祉
課
障
害
福
祉
班
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　日本赤十字社では、能登半島地震で被災され
た皆さんを支援・援助するために、義援金を受
け付けています。

お持ちいただく場合
◆窓口での受け付け
福祉課（市役所１階）、野栄総合支所
※受領証を発行します。
◆義援金箱設置場所
市役所玄関ロビー、野栄総合支
所ロビー
※物品は受け付けません。

お振り込みいただく場合
　義援金受付口座は市ホームペ
ージをご覧ください。
 問福祉課社会福祉班☎73－0096

▲市ホームペ
ージはこちら
から

能登半島地震
義援金を受け付けています

くらしの情報●Sosa Information
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至 千葉

国道126号

至 銚子
八日市場駅

そうさ観光
物産センター
匝りの里

民営の
自転車
預かり所

至 千葉 至 銚子
飯倉駅

　

自転車
置場

国道
126
号

　

八
日
市
場
駅
、
飯
倉
駅
周
辺
は

「
匝
瑳
市
自
転
車
等
の
放
置
防
止

に
関
す
る
条
例
」
に
よ
り
「
自
転

車
等
放
置
禁
止
区
域
」（
＝
左
図
）

に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
指
定
区

域
内
に
置
か
れ
た
自
転
車
や
原
動

機
付
自
転
車
に
は
、
適
切
な
場
所

へ
移
動
す
る
よ
う
警
告
し
、
こ
れ

に
従
わ
な
い
場
合
は
次
の
通
り
撤

去
し
ま
す
。

■

自
転
車
な
ど
の
撤
去

　

放
置
自
転
車
な
ど
に
対
し
て
、

警
告
書
を
取
り
付
け
ま
す
。
過
去

に
警
告
書
を
取
り
付
け
ら
れ
た
こ

と
が
あ
る
も
の
が
再
度
放
置
さ
れ

て
い
る
場
合
、
即
時
撤
去
し
ま
す
。

※
「
放
置
自
転
車
な
ど
」
と
は
、

利
用
者
が
離
れ
て
直
ち
に
移
動
さ

せ
る
こ
と
の
で
き
な
い
状
態
の
自

転
車
、
原
動
機
付
自
転
車
の
こ
と
。

■

撤
去
さ
れ
た

　

自
転
車
な
ど
の
返
還

　

撤
去
さ
れ
た
自
転
車
な
ど
の
返

還
を
受
け
る
場
合
は
、
都
市
整
備

課
（
市
役
所
３
階
）
に
連
絡
の
上
、

手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

八
日
市
場
駅
、
飯
倉
駅
周
辺
は
放
置
禁
止
区
域

放
置
自
転
車
な
ど
は
撤
去
し
ま
す

◆
受
付
時
間

　

８
時
30
分
〜
17
時
（
土
・
日
曜

日
、
祝
日
、
年
末
年
始
除
く
）

◆
必
要
な
も
の

①
放
置
自
転
車
等
返
還
申
請
・
受

取
書（
窓
口
備
え
付
け
）

②
身
元
確
認
書
類
（
学
生
証
な

ど
）

③
自
転
車
な
ど
の
所
有
が
確
認
で

き
る
も
の（
鍵
や
保
証
書
な
ど
）

④
移
動
手
数
料
（
自
転
車
５
０
０

円
、
原
動
機
付
自
転
車
１
０
０
０

円
）

※
放
置
自
転
車
な
ど
は
、
引
き
取

り
が
な
い
ま
ま
６
カ
月
を
経
過
し

た
場
合
、
市
で
処
分
し
ま
す
。

問
都
市
整
備
課
都
市
計
画
班
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▽八日市場駅周辺

▽飯倉駅周辺

◆放置禁止区域
　放置禁止区域（＝ 部分）に置かれた
放置自転車などは撤去の対象となります。

　勤務先や学校など自宅から離れた場所にいるときに大規
模な災害が発生すると、公共交通機関の運行停止や道路の
通行規制などで帰宅が困難になることが予想されます。
　災害発生時に多くの人が一斉に帰宅を始めると、災害時
に優先されるべき救助活動などの妨げとなる可能性があり
ます。このため、災害発生時は、むやみに移動せず落ち着
いた行動に努めることが重要です。
◆災害が発生したら
●身の安全を確保し、職場などの安全な場所に待機する
●災害用伝言サービスを活用し、家族の安否や自宅の無事
を確かめる
●交通情報や被害状況などを入手する
◆日ごろから準備を
●家族間で安否確認の方法や集合場所を決めておく

●職場などに歩きやすい靴や懐中電灯、飲料水や食料など
を準備しておく
●携帯電話の充電器やモバイルバッテリーを持ち歩く
●職場などからの徒歩での帰宅経路を確認し、コンビニや
ガソリンスタンドの場所を把握しておく
※千葉県はコンビニやガソリンスタンドなどと徒歩帰宅支
援協定を締結しており、災害時に水道水、トイレや交通情
報などの提供を可能な範囲で受けられます。
 問総務課消防防災班☎73－0084

むやみに移動を開始せず、落ち着いた行動を

災害発生時の心得
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